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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月22日(2020.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能性ＲｕＢｉｓＣＯ酵素および機能性ホスホリブロキナーゼ（ＰＲＫ）を発現し、解
糖経路が１，３－ビホスホ－Ｄ－グリセリン酸（１，３－ＢＰＧ）の産生の上流または３
－ホスホグリセリン酸（３ＰＧ）の産生の上流、およびグリセルアルデヒド－３－リン酸
（Ｇ３Ｐ）の産生の下流で少なくとも部分的に阻害されている遺伝的に改変された微生物
であって、当該微生物が、ＲｕＢｉｓＣＯ酵素またはホスホリブロキナーゼ酵素以外の、
目的の外因性分子を産生および／または目的の内因性分子を過剰産生するように遺伝的に
改変されている、微生物。
【請求項２】
　ペントースリン酸経路の酸化分岐もまた少なくとも部分的に阻害されている、請求項１
に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項３】
　前記微生物が、組換えＲｕＢｉｓＣＯ酵素および／またはＰＲＫを発現するように遺伝
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的に改変されている、請求項１または２に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項４】
　前記微生物が、リブロース－５－リン酸産生の上流の前記ペントースリン酸経路の酸化
分岐を阻害するように遺伝的に改変されている、請求項２または３に記載の遺伝的に改変
された微生物。
【請求項５】
　前記外因性分子および／または前記内因性分子が、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、
ビタミン、ステロール、フラボノイド、テルペン、テルペノイド、脂肪酸、ポリオールお
よび有機酸から選択される、請求項４に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項６】
　前記微生物が、真核細胞、優先的には酵母、真菌、微細藻類または原核細胞から選ばれ
るもの、優先的には細菌である、請求項１～５のいずれか一項に記載の遺伝的に改変され
た微生物。
【請求項７】
　グリセルアルデヒド３－リン酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子の発現が、少なく
とも部分的に阻害されている、請求項１～６のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された
微生物。
【請求項８】
　ホスホグリセリン酸キナーゼをコードする遺伝子の発現が、少なくとも部分的に阻害さ
れる、請求項１～７のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項９】
　グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼまたは６－ホスホグルコノラクトナーゼまた
は６－ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子の発現が、少なくとも部分
的に阻害されている、請求項７または８に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１０】
　前記微生物が、機能性Ｉ型またはＩＩ型ＲｕＢｉｓＣＯと機能性ホスホリブロキナーゼ
（ＰＲＫ）を発現するように遺伝的に改変されたサッカロミセス・セレビシエ属の酵母で
あって、ＴＤＨ１、ＴＤＨ２および／またはＴＤＨ３遺伝子の発現が少なくとも部分的に
阻害されている、請求項１～９のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１１】
　前記微生物が、機能性Ｉ型またはＩＩ型ＲｕＢｉｓＣＯと機能性ホスホリブロキナーゼ
（ＰＲＫ）を発現するように遺伝的に改変されたサッカロミセス・セレビシエ酵母であっ
て、ＰＧＫ１遺伝子の発現が少なくとも部分的に阻害されている、請求項１～１０のいず
れか一項に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１２】
　ＺＷＦ１遺伝子の発現が、少なくとも部分的に阻害されている、請求項１０または１１
に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１３】
　前記微生物が、機能性Ｉ型またはＩＩ型ＲｕＢｉｓＣＯと機能的ホスホリブロキナーゼ
（ＰＲＫ）を発現するように遺伝的に改変されたアスペルギルス属の糸状菌であって、ｐ
ｇｋ遺伝子およびｇｓｄＡ遺伝子の発現が少なくとも部分的に阻害されている、請求項１
～９のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１４】
　前記微生物が、機能性Ｉ型またはＩＩ型ＲｕＢｉｓＣＯと機能的ホスホリブロキナーゼ
（ＰＲＫ）を発現するように遺伝的に改変された大腸菌であって、ｇａｐＡ遺伝子および
／またはｐｇｋ遺伝子、ならびに任意にｚｗｆ遺伝子の発現が少なくとも部分的に阻害さ
れている、請求項１～９のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された微生物。
【請求項１５】
　目的分子、優先的には、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ビタミン、ステロール、フ
ラボノイド、テルペン、テルペノイド、脂肪酸、ポリオールおよび有機酸から選ばれるも
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のの産生または過剰産生のための、請求項１～１４のいずれか一項に記載の遺伝的に改変
された微生物の使用。
【請求項１６】
　グルタミン酸、クエン酸、イタコン酸またはＧＡＢＡの産生または過剰産生のための、
請求項１５に記載の使用。
【請求項１７】
　少なくとも１つの目的分子を産生するための生物工学的方法であって、請求項１～１４
のいずれか一項に記載の遺伝的に改変された微生物を、当該微生物によって前記目的分子
の合成または生物変換を可能にする条件下で培養する工程と、任意に前記目的分子を回収
および／または精製する工程とを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１８】
　前記目的分子が、アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ビタミン、ステロール、フラボノ
イド、テルペン、テルペノイド、脂肪酸、ポリオールおよび有機酸から選択される、請求
項１７に記載の生物工学的方法。
【請求項１９】
　前記目的分子が、グルタミン酸、クエン酸、イタコン酸またはＧＡＢＡから選択される
、請求項１７または１８に記載の生物工学的方法。
【請求項２０】
　前記微生物が、前記目的分子の生物変換または合成に関与する少なくとも１つの酵素を
発現するように遺伝的に改変されている、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の生物
工学的方法。
【請求項２１】
　前記微生物が、前記目的分子の分解に関与する酵素を少なくとも部分的に阻害するよう
に遺伝的に改変されている、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の生物工学的方法。
【請求項２２】
　目的分子を産生する方法であって、（ｉ）請求項１～１４のいずれか一項に記載の組換
え微生物への前記目的分子の合成または生物変換に関与する酵素をコードする少なくとも
１つの配列を挿入することと、（ｉｉ）前記酵素の発現を可能にする条件下で前記微生物
を培養することと、任意に（ｉｉｉ）前記目的分子を回収および／または精製することと
を含む、方法。
【請求項２３】
　目的分子を産生する方法であって、（ｉ）請求項１～１４のいずれか一項に記載の組換
え微生物への前記目的分子の分解に関与する酵素をコードする少なくとも１つの遺伝子の
発現を阻害することと、（ｉｉ）前記酵素の発現を可能にする条件下で前記微生物を培養
することと、任意に（ｉｉｉ）前記目的分子を回収および／または精製することとを含む
、方法。
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